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こしがや市議会だより

　令和６年６月定例会は、６月３日から２０日までの
１８日間にわたり開催しました。
　本定例会では、「越谷市税条例の一部を改正する条例
制定について」など２４件の市長提出議案をそれぞれ
同意または可決しました。
　また、議員提出議案２件、委員会提出議案２件が提
出され、それぞれ可決しました。
　なお、提出された請願「地方自治法の改正について
慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求め
る件」は、賛成多数により採択しました。（各議案の結
果は３ページに掲載しています。）
※定例会の日程は市議会ホームページをご覧ください。

― 空調設備の設置工事に係る契約議案７件を可決 ―

小中学校の屋内運動場等の
　　　　　　　　暑さ対策・機能強化へ

　 ６月３日、久保田茂副議長の辞任に伴う副議長
選挙の結果、瀬賀恭子氏が選出されました。

略歴
平成２３年から当選４回。
教育・環境経済常任委員長、
子ども・教育常任委員長、議
会運営副委員長などを歴任
（６１歳）

◇主な議案の内容 …………… ②③
◇審議結果 ……………………… ③
◇常任委員会の審査 ………… ④⑤
◇市政に対する一般質問 …… ⑥⑦
◇市議会からのお知らせ ……… ⑧
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表紙の写真 「夏のしらこばと」　
撮影者　田崎 省三 様（南町在住）
撮影場所　市役所周辺（令和5年(2023年)7月）

スマホ用アプリ「マチイロ」で
市議会だよりをご覧いただけます。こしがや市議会だよりの愛称「harmony」

は、ワンチームを連想させ、調和を奏でる
との思いが込められています。



❷　　　　　こしがや市議会だより　令和6年（2024年）８月1日

　質疑および討論については、その主なもの
を掲載しています。
　各議案の概要は市議会ホーム
ページに掲載しています。

　本議案は、選定療養に係る初診に要する額
を改定するとともに、選定療養に係る再診に
要する額を定めるため、提案されました。
　改正の内容は、外来機能の明確化・医療連
携を進めるにあたり「紹介受診重点医療機
関」としての公表を目指すため、国の基準に
基づき、他の医療機関等からの紹介状がなく
受診した場合に負担していただいている選定
療養に係る初診に要する額を、現行の「４９
５０円」から「７７００円」に引き上げると
ともに、市立病院から他の医療機関等を紹介
した後、患者の希望で紹介状がなく受診した
場合に負担していただく選定療養に係る再診
に要する額を、新たに「３３００円」と定め
るものです。
　なお、本条例は、本年１０月１日から施行
します。
▶反対討論
▷　国による医療費削減方針の影響を強く受
けた現行の医療体制のもとで、僅かなりとも
市立病院の収入を増やすための判断であるこ
とは理解する。医師も看護師もベッドも医療
機関も減少し、経営のためには患者を奪い合
う状況に追い込まれていることは事実であり、
国の責任が大きいと指摘せざるを得ない。
　しかし、だからといって市民負担を増やす
ことが市立病院の役割とはいえない。市民に
とって、市民のための病院という強い思いを
軽視せず、経営改善は市民負担を増やさない
方向で行うべきと考え、本議案に反対する。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　本件工事は、学校行事や部活動の活動場所、
さらには災害時における避難所として使用す
る際の暑さ対策および避難所としての機能強
化のため、小中学校合わせて１７校の屋内運
動場等に冷暖房設備、災害用照明設備および
災害用コンセントを設置するものです。
　なお、本件工事の対象校および施設につい
ては5ページをご覧ください。
▶議案質疑
問　市内小中学校の屋内運動場等へのエアコ
ン設置工事の工事期間および材料確保の見通
しは。また外部団体に対する料金徴収の在り
方は。

答　工事期間については、学校の行事や請負
業者の工程等を踏まえ、学校ごとにスケジュ
ール調整を行い、決定する。現時点において、
材料確保は可能と考えている。
　また、外部団体に対する料金徴収の在り方
については、近年の災害級の猛暑への対応や
学校開放による利用者が主に児童生徒である
ということ等を考慮し、料金の徴収は行わな
いと考えている。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　今回の補正予算は、国民健康保険特別会計
で１５５０万円を追加するもので、補正後の
予算総額は、特別会計全体で６１４億７５０
万円となります。歳入は、国庫支出金の追加、
歳出は、資格確認書の交付等に係る委託料の
追加などです。
▶議案質疑
問　歳出は現行の健康保険証廃止に伴う資格
確認書発行の経費と考えるが、具体的な内容
は。また、委託料の一部が一般財源からの拠
出となっており、本来ならば国が費用負担す
べきと考えるが、国に要望したのか。
答　具体的な内容は国保資格給付業務電算委
託料で国保システム改修のため補正予算に計
上している。委託料２１５０万円のうち６０
０万円は国民健康保険の被保険者全員に発送
する個人番号のお知らせの作成および封入、
封緘の委託に係る費用であるが、現時点で国
の補助対象ではないことから、一般財源で計
上している。これまでも県を通じて国に要望
してきたが、今後も機会を捉えて要望したい
と考えている。
問　診察の順番が、資格確認書よりマイナ保
険証の方が優先されることがあるのか。
答　診察の順番の優先順位が変わるようなこ
とはないと確認しているが、改めて医療機関
等に周知を図っていく。
▶反対討論
▷　今回の補正予算は、現行の健康保険証が
廃止されることに伴う資格確認書発行の経費
となっている。政府は、薬の処方歴や健診結
果を医師や薬剤師が共有できることなどメリ
ットを挙げているが、マイナ保険証は、導入
直後から情報漏えいなどのトラブルが続出し、
多くの市民が不安を抱えている。また、マイ
ナ保険証のシステムは健常者を想定したもの
であり、高齢者や障がい者への配慮が著しく
欠如している。経費を自治体が負担しなけれ
ばならないことも疑問があるため、本議案に
反対する。
▷　マイナンバーカードの保険証利用に伴う
健康保険証の廃止について、国民や医療機関
から反対の声は大きい。今回の補正予算は、
マイナ保険証を前提とした資格確認書発行の
ための経費であり、政府が現行保険証の廃止

に固執せず、延期を決断すれば、発生しなか
ったものである。したがって、今回の経費は
市民の理解が得られない無駄遣いと指摘せざ
るを得ないため、本議案に反対する。

　
　

小林　成好
令和元年から当選２回。
総務常任副委員長、環境経
済・建設常任委員などを歴任
（５７歳）

浅古　高志
平成２７年から当選３回。
建設常任副委員長、民生常任
副委員長、子ども・教育常任
委員などを歴任（４８歳）

　本施設は、防災備蓄倉庫、消防器具置場を
地区センターと一体化し、東西南北４方向へ
の出入口を設置することで、隣接する公園施
設および調整池との一体的利用が可能な施設
として整備するものです。なお、供用開始は 
令和８年４月１日を予定しています。
▶議案質疑
問　大袋地区センター・公民館建設工事が議
案として上がってきたタイミングが、追加議
案となった理由は。
答　建築、電気設備、機械設備の３項目につ
いて提案を予定したが、その中の機械設備に
ついて、入札が不調となり、事業者とヒアリ
ングを行い不調の原因を追及、最終的に６月
１１日の開札において落札となった。
　本施設は令和８年４月の開館に向け、令和
７年１２月までに建設および設備の工事を完
成させる必要がある。大型施設のため、建設
工事には準備も含め約１８か月が必要とな
り、９月定例会での上程とした場合、令和８
年４月の施設運用開始が難しくなるので、本
定例会において追加議案とした。
問　建築資材、人件費の高騰が原因で、供用
開始に間に合わないことが今後起こり得ると
想定される。また追加議案となることで議会
の審査が十分になされないという懸念がある。
国、県への要望も含め今後の対応は。
答　現在、設計においては、公的単価を基に
積算することとなっており、あらかじめ価格
高騰を想定した将来単価というものを設定、
使用することは認められていない。工事等の
設計にあたっては、公表されている最新の公
的単価を使用し積算することとし、入札不調
となった場合には、国の方針に基づいて事業
者へのヒアリングを踏まえて設計積算の一部
を見直し、その時点での公的単価の入れ替え
といった現行の対応に努めていく。

　本議案は、山田裕子議員ほか６人から共同
提案されました。

意見書の要旨
　国においては、国立女性教育会館について、
現在地において存続することを強く求めるも
の。
意見書提出先　衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当
大臣（男女共同参画）、文部科学大臣
▶賛成討論
▷　国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）は、男女
共同参画社会形成の促進に資する我が国唯一
の女性教育のナショナルセンターとして、１
９７７年に設立された。昨年、一部新聞で国
が埼玉県に対して、現行施設を閉鎖し、機能
移転をする方針を伝えたとの報道があった。
女性たちにとって子育てや家事、まちのけん
騒から離れて学習に打ち込める拠点があるこ
との重要性を鑑みると、現在地での存続によ
り機能強化を行っていくことが望ましいと考
えるため、本議案に賛成する。

　本議案は、議会運営委員会から提案されま
した。
　主な内容は、議会に係る手続のオンライン
化やオンラインによる方法での委員会等に関
する規定の整備などを行うものです。

※請願の全文は市議会ホームペ
ージに掲載しています。

▶反対討論
▷　本改正によって、国の責任を明確にし、
権限が一定程度整理され、国民の生命などの
保護を的確、迅速に行うため、国から地方へ
の働きかけのルールを整備する観点からも意
義は認められ、危機対応に資することは明ら
かであり、多様化する危機対応のために必要
な改正と言えることから、本請願に反対する。
▷　請願要旨にある地方公共団体の団体自治
や住民自治を制限する法律ではないこと、補
充的な指示の行使にあたっては、地方公共団
体と協議調整、意見聴取等、双方向での運用

となることなどから、本請願に反対する。
▷　想定外の事態における国と地方公共団体
との関係の特例として位置づけており、地方
を尊重しつつ、国の責任を明確にしようとす
る意思が表れている。また附帯決議がなされ
るなど、慎重かつ十分な審議が尽くされたこ
とから、本請願に反対する。
▶賛成討論
▷　第33次地方制度調査会の議事録や答申
からも、特例として規定する法案の立法事実
について具体的に明示されてないことから、
本請願に賛成する。
▷　地方分権一括法で国と地方自治体の関係
が対等、協力になったことから、災害時に求
められるのは国からの指示ではなく、地方へ
の権限移譲であり、地域の実情を知らない国
が一律に出す指示では、市民の命を守ること
はできないことから、本請願に賛成する。
▷　指示権の発動要件が極めてあいまいなう
え、発動にあたっての手続きは閣議決定だけ
で行われ、自治体から事前の意見聴取も努力
義務にとどまることや、国会への事後報告だ
けでは何の歯止めにもなり得ない。国が非常
時の場合などを恣意的に判断して、指示権を
乱用する懸念が指摘されることから、本請願
に賛成する。

主  な  議  案  の  内  容

市立病院

屋内運動場の空調設備（大袋北小学校）

令和6年度越谷市国民健康保険特別会計
補正予算（第1号）について

監査委員の選任について（議員選出）

市長提出議案

議員提出議案

越谷市立病院の診療費等に関する条例の
一部を改正する条例制定について

越谷市立小中学校屋内運動場等空調設備
設置工事請負契約の締結について（計7
議案）

越谷市大袋地区センター・公民館建設工
事（建築・電気設備・機械設備）請負契
約の締結について

独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥ
Ｃ）の現在地での存続を求める意見書に
ついて

こ ばやし　  まさ よし

あさ こ　　  たか  し



こしがや市議会だより　令和6年（2024年）８月１日　　　　　❸

　質疑および討論については、その主なもの
を掲載しています。
　各議案の概要は市議会ホーム
ページに掲載しています。

　本議案は、選定療養に係る初診に要する額
を改定するとともに、選定療養に係る再診に
要する額を定めるため、提案されました。
　改正の内容は、外来機能の明確化・医療連
携を進めるにあたり「紹介受診重点医療機
関」としての公表を目指すため、国の基準に
基づき、他の医療機関等からの紹介状がなく
受診した場合に負担していただいている選定
療養に係る初診に要する額を、現行の「４９
５０円」から「７７００円」に引き上げると
ともに、市立病院から他の医療機関等を紹介
した後、患者の希望で紹介状がなく受診した
場合に負担していただく選定療養に係る再診
に要する額を、新たに「３３００円」と定め
るものです。
　なお、本条例は、本年１０月１日から施行
します。
▶反対討論
▷　国による医療費削減方針の影響を強く受
けた現行の医療体制のもとで、僅かなりとも
市立病院の収入を増やすための判断であるこ
とは理解する。医師も看護師もベッドも医療
機関も減少し、経営のためには患者を奪い合
う状況に追い込まれていることは事実であり、
国の責任が大きいと指摘せざるを得ない。
　しかし、だからといって市民負担を増やす
ことが市立病院の役割とはいえない。市民に
とって、市民のための病院という強い思いを
軽視せず、経営改善は市民負担を増やさない
方向で行うべきと考え、本議案に反対する。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　本件工事は、学校行事や部活動の活動場所、
さらには災害時における避難所として使用す
る際の暑さ対策および避難所としての機能強
化のため、小中学校合わせて１７校の屋内運
動場等に冷暖房設備、災害用照明設備および
災害用コンセントを設置するものです。
　なお、本件工事の対象校および施設につい
ては5ページをご覧ください。
▶議案質疑
問　市内小中学校の屋内運動場等へのエアコ
ン設置工事の工事期間および材料確保の見通
しは。また外部団体に対する料金徴収の在り
方は。

答　工事期間については、学校の行事や請負
業者の工程等を踏まえ、学校ごとにスケジュ
ール調整を行い、決定する。現時点において、
材料確保は可能と考えている。
　また、外部団体に対する料金徴収の在り方
については、近年の災害級の猛暑への対応や
学校開放による利用者が主に児童生徒である
ということ等を考慮し、料金の徴収は行わな
いと考えている。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　今回の補正予算は、国民健康保険特別会計
で１５５０万円を追加するもので、補正後の
予算総額は、特別会計全体で６１４億７５０
万円となります。歳入は、国庫支出金の追加、
歳出は、資格確認書の交付等に係る委託料の
追加などです。
▶議案質疑
問　歳出は現行の健康保険証廃止に伴う資格
確認書発行の経費と考えるが、具体的な内容
は。また、委託料の一部が一般財源からの拠
出となっており、本来ならば国が費用負担す
べきと考えるが、国に要望したのか。
答　具体的な内容は国保資格給付業務電算委
託料で国保システム改修のため補正予算に計
上している。委託料２１５０万円のうち６０
０万円は国民健康保険の被保険者全員に発送
する個人番号のお知らせの作成および封入、
封緘の委託に係る費用であるが、現時点で国
の補助対象ではないことから、一般財源で計
上している。これまでも県を通じて国に要望
してきたが、今後も機会を捉えて要望したい
と考えている。
問　診察の順番が、資格確認書よりマイナ保
険証の方が優先されることがあるのか。
答　診察の順番の優先順位が変わるようなこ
とはないと確認しているが、改めて医療機関
等に周知を図っていく。
▶反対討論
▷　今回の補正予算は、現行の健康保険証が
廃止されることに伴う資格確認書発行の経費
となっている。政府は、薬の処方歴や健診結
果を医師や薬剤師が共有できることなどメリ
ットを挙げているが、マイナ保険証は、導入
直後から情報漏えいなどのトラブルが続出し、
多くの市民が不安を抱えている。また、マイ
ナ保険証のシステムは健常者を想定したもの
であり、高齢者や障がい者への配慮が著しく
欠如している。経費を自治体が負担しなけれ
ばならないことも疑問があるため、本議案に
反対する。
▷　マイナンバーカードの保険証利用に伴う
健康保険証の廃止について、国民や医療機関
から反対の声は大きい。今回の補正予算は、
マイナ保険証を前提とした資格確認書発行の
ための経費であり、政府が現行保険証の廃止

に固執せず、延期を決断すれば、発生しなか
ったものである。したがって、今回の経費は
市民の理解が得られない無駄遣いと指摘せざ
るを得ないため、本議案に反対する。

　
　

小林　成好
令和元年から当選２回。
総務常任副委員長、環境経
済・建設常任委員などを歴任
（５７歳）

浅古　高志
平成２７年から当選３回。
建設常任副委員長、民生常任
副委員長、子ども・教育常任
委員などを歴任（４８歳）

　本施設は、防災備蓄倉庫、消防器具置場を
地区センターと一体化し、東西南北４方向へ
の出入口を設置することで、隣接する公園施
設および調整池との一体的利用が可能な施設
として整備するものです。なお、供用開始は 
令和８年４月１日を予定しています。
▶議案質疑
問　大袋地区センター・公民館建設工事が議
案として上がってきたタイミングが、追加議
案となった理由は。
答　建築、電気設備、機械設備の３項目につ
いて提案を予定したが、その中の機械設備に
ついて、入札が不調となり、事業者とヒアリ
ングを行い不調の原因を追及、最終的に６月
１１日の開札において落札となった。
　本施設は令和８年４月の開館に向け、令和
７年１２月までに建設および設備の工事を完
成させる必要がある。大型施設のため、建設
工事には準備も含め約１８か月が必要とな
り、９月定例会での上程とした場合、令和８
年４月の施設運用開始が難しくなるので、本
定例会において追加議案とした。
問　建築資材、人件費の高騰が原因で、供用
開始に間に合わないことが今後起こり得ると
想定される。また追加議案となることで議会
の審査が十分になされないという懸念がある。
国、県への要望も含め今後の対応は。
答　現在、設計においては、公的単価を基に
積算することとなっており、あらかじめ価格
高騰を想定した将来単価というものを設定、
使用することは認められていない。工事等の
設計にあたっては、公表されている最新の公
的単価を使用し積算することとし、入札不調
となった場合には、国の方針に基づいて事業
者へのヒアリングを踏まえて設計積算の一部
を見直し、その時点での公的単価の入れ替え
といった現行の対応に努めていく。

　本議案は、山田裕子議員ほか６人から共同
提案されました。

意見書の要旨
　国においては、国立女性教育会館について、
現在地において存続することを強く求めるも
の。
意見書提出先　衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当
大臣（男女共同参画）、文部科学大臣
▶賛成討論
▷　国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）は、男女
共同参画社会形成の促進に資する我が国唯一
の女性教育のナショナルセンターとして、１
９７７年に設立された。昨年、一部新聞で国
が埼玉県に対して、現行施設を閉鎖し、機能
移転をする方針を伝えたとの報道があった。
女性たちにとって子育てや家事、まちのけん
騒から離れて学習に打ち込める拠点があるこ
との重要性を鑑みると、現在地での存続によ
り機能強化を行っていくことが望ましいと考
えるため、本議案に賛成する。

　本議案は、議会運営委員会から提案されま
した。
　主な内容は、議会に係る手続のオンライン
化やオンラインによる方法での委員会等に関
する規定の整備などを行うものです。

※請願の全文は市議会ホームペ
ージに掲載しています。

▶反対討論
▷　本改正によって、国の責任を明確にし、
権限が一定程度整理され、国民の生命などの
保護を的確、迅速に行うため、国から地方へ
の働きかけのルールを整備する観点からも意
義は認められ、危機対応に資することは明ら
かであり、多様化する危機対応のために必要
な改正と言えることから、本請願に反対する。
▷　請願要旨にある地方公共団体の団体自治
や住民自治を制限する法律ではないこと、補
充的な指示の行使にあたっては、地方公共団
体と協議調整、意見聴取等、双方向での運用

となることなどから、本請願に反対する。
▷　想定外の事態における国と地方公共団体
との関係の特例として位置づけており、地方
を尊重しつつ、国の責任を明確にしようとす
る意思が表れている。また附帯決議がなされ
るなど、慎重かつ十分な審議が尽くされたこ
とから、本請願に反対する。
▶賛成討論
▷　第33次地方制度調査会の議事録や答申
からも、特例として規定する法案の立法事実
について具体的に明示されてないことから、
本請願に賛成する。
▷　地方分権一括法で国と地方自治体の関係
が対等、協力になったことから、災害時に求
められるのは国からの指示ではなく、地方へ
の権限移譲であり、地域の実情を知らない国
が一律に出す指示では、市民の命を守ること
はできないことから、本請願に賛成する。
▷　指示権の発動要件が極めてあいまいなう
え、発動にあたっての手続きは閣議決定だけ
で行われ、自治体から事前の意見聴取も努力
義務にとどまることや、国会への事後報告だ
けでは何の歯止めにもなり得ない。国が非常
時の場合などを恣意的に判断して、指示権を
乱用する懸念が指摘されることから、本請願
に賛成する。

◇議案の概要は市議会ホームページから確認できます。審議結果令和6年6月定例会

≪越谷市議会議員　条例定数＝３２人　現員数＝３２人≫

議案番号

省略

付　託
委員会 議　案　名 議案番号 付　託

委員会 議　案　名

市長提出
第 6 1号

市長提出
第 7 4 号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
（樋口　亨　氏（再任）)

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（北陽中学校外1校）
請負契約の締結について

省略

省略

省略

省略

省略

省略

省略

省略

市長提出
第 6 2 号

市長提出
第 7 5 号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
（鈴木　秀希　氏（新任））

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（富士中学校外1校）
請負契約の締結について

総務市長提出
第 6 3 号

市長提出
第 7 6 号

越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（光陽中学校外1校）
請負契約の締結について越谷市税条例の一部を改正する条例制定について

越谷市立大袋中学校外構改修工事請負契約の締結について

市長提出
第 6 4号

市長提出
第 77 号

越谷市大袋地区センター・公民館建設工事（機械設備）請負契約の
締結について
独立行政法人国立女性教育会館（ NWEC ） の現在地での存続を求
める意見書について

越谷市大袋地区センター・公民館建設工事（電気設備）請負契約の
締結について

越谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

市長提出
第 6 6 号

市長提出
第 7 8 号 令和 6年度越谷市一般会計補正予算（第 2号）について

損害賠償額を定め和解することについて

公園整備工事（（仮称）西大袋第1号公園）三期工事請負契約の締
結について

市長提出
第 6 7 号

市長提出
第 8 1号損害賠償額を定め和解することについて

市長提出
第 6 8 号

市長提出
第 8 2 号

越谷市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の
一部を改正する条例制定について

越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて
（浅古　高志　氏）

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大沢小学校外 2校）
請負契約の締結について

越谷市大袋地区センター・公民館建設工事（建築）請負契約の締結
について

越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（大相模小学校外2校）
請負契約の締結について
越谷市立小学校屋内運動場空調設備設置工事（荻島小学校外 2校）
請負契約の締結について
越谷市立中学校屋内運動場等空調設備設置工事（中央中学校外1校）
請負契約の締結について

民生

市長提出
第 6 9 号
市長提出
第 7 0 号
市長提出
第 7 1号
市長提出
第 7 2 号
市長提出
第 7 3 号

市長提出
第 8 3 号
市長提出
第 8 4号
議員提出
第 3 号
委員会提出
第 2 号
委員会提出
第 3 号

環境経済
・建設
環境経済
・建設

子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育

子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育
子ども
・教育

予算決算

越谷市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
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会派名

議員名

原案
可決

原案
可決

原案
可決

地方自治法の改正について慎重かつ
十分な審議を求める意見書について

議員提出
第 4 号 省略

328○○○○

×××

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○議○○○

令和6年度越谷市国民健康保険特別
会計補正予算（第1号）について

市長提出
第 7 9号 予算決算

越谷市立病院の診療費等に関する
条例の一部を改正する条例制定に
ついて

市長提出
第 6 5号 民生

724○

××××××

○○○○○

×

○○○○○○○○○○○○○○○議○○○

同意
可決

越谷市監査委員の選任につき同意を
求めることについて
（小林　成好　氏）

市長提出
第 8 0号 省略 1020除

××××××

○○○

××××

○○○○○○○○○○○○○○議○○○

採択
地方自治法の改正について慎重かつ
十分な審議を求める国への意見書提
出を求める件

6 請 願
第 2 号 総務 1516

×

○○○○○○○○○○

×

○○○○○○

××××××××××

議

×××

1516

×
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×
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凡例：○…賛成　　×…反対　　議…議長（議長は採決に加わりません)　　除…除斥議員。議案に利害関係のある議員は、議決に加わることができません
会派名の刷新クラブは「越谷刷新クラブ」、無所属の会は「こしがや無所属の会」、立憲民主党は「立憲民主党越谷市議団」、日本共産党は「日本共産党越谷市議団」、市民ネットは「越谷市民ネットワーク」、
維は「日本維新の会」の略

請　　願

委員会提出議案

地方自治法の改正について慎重かつ十分
な審議を求める国への意見書提出を求め
る件

・越谷市議会委員会条例の一部を改正す
る条例制定について
・越谷市議会会議規則の一部を改正する
規則制定について



市立病院

地方自治法の改正について慎重かつ十分な審
議を求める国への意見書提出を求める件
　本請願は、紹介議員ならびに参考人として
請願者のうち３名の出席を求め審査を行いま
した。
　質疑・討論の後、採決の結果、賛成多数に
より採択と決しました。
※なお、６月２０日の定例会最終日に委員長
から審査経過ならびに結果の報告があり、討
論・採決の結果、本会議においても、賛成多
数により採択と決しました。
問　本法案が可決された場合、緊急時におけ
る団体自治および住民自治に対しての具体的
な懸念は。
答（参考人）　災害やパンデミックについて
は、全国一律に発生するケースは想像がつか
ず、一般的には一部の自治体から発生するも
のであるため、その情報収集は地元が一番正
確で早く行うことができる。本法案が可決さ
れた場合、災害等が発生した自治体は、まず
国に情報を上げなければならないシステムが
できるのではないかと考えており、その結果、
これに無駄な時間を要し、対応が遅れる原因
になることを懸念している。
問　本法案は、衆議院を通過して参議院で審
議中であるが、仮に今定例会の会期中に参議
院で可決され、法案成立の見込みが立った場
合、本意見書を越谷市議会から国へ提出する
必要性の考えは。
答（紹介議員・参考人）　本法案がどれほど
国民に知らされているか、市民生活にどう
いった影響があるのか、といった懸念や疑念
などについて、市民としての感覚を国へ伝え
ることは大変意義のあることだと考える。ま
た、本請願が提出された時点では、国会での
審議は全く見通せない状況であった。そのう
えで、仮に可決された後であっても、本請願
を採択し、越谷市議会として意見書を提出す
ることは必要なことだと考える。
※当委員会は６月１４日に開催し、審査を行
いました。なお、本法案は６月１９日の参議
院本会議で可決されました。

▶発言　本法案には四つの問題点があると考
える。一つ目は、第３３次地方制度調査会の
議事録や答申を見ても、立法事実について具
体的明示がされていないこと。二つ目は、今
回新設される国の指示権は、２０００年の地
方分権改革に逆行するものであり、地方自治
の本旨を損なう恐れがあること。三つ目は、
国の指示権発動の要件があいまいであり、発
動にあたっての手続きにも問題があること。
四つ目は、一方的に地方自治体に対し国に従
う義務を課すことは、現場の迅速かつ的確な
判断を妨げる恐れがあること。以上の四つの
観点から、本法案については、さらなる慎重

審議が必要であると考える。
▷　本法案では、現行の国と地方の関係等の
一般ルールを尊重し、地方自治法に新たな章
を設けることで、平時のルールと明確に区別
し、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の
特例として、国が地方に対して補充的な指示
を行えるもので、行使に当たっては限定的な
要件等を規定している。また、改正案の策定
にあたっては、地方制度調査会におけるヒア
リングを重ね、地方六団体からも必要最小限
度の発動とされるべきといった意見が示され
た。これを受けて、補充的な指示の要件とし
て、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実
施を確保するため特に必要があると認めると
き、と限定している。また、指示を行う際は
閣議決定を経ること等、適切な措置を講じる
よう努めることも定められている。地方分権
の成果を守りつつ、今後起こり得る事態に的
確に対処することを目的としており、地方自
治の本旨を侵害するものではないと考える。
▶賛成討論　本法案では、国民の安全に重大
な影響を及ぼす事態について、事態の類型や
詳細は示されておらず、立法事実がないと考
えられることや、地方自治体からの意見聴取
を努力義務としていることから、現場と政府
間での相違が懸念され、最適な指示が出せな
いと推察される。また、指示権の発動は、地
方自治の本旨に逆行するものとも捉えられる
ことから、本法案に関しては、十分かつ慎重
な審査を行うことが求められる。以上の理由
から、本請願は、地方自治を守る観点からも
非常に重要であり、越谷市議会から意見書を
提出するべきと考え、本請願に賛成する。
▷　政府は、東日本大震災やコロナ禍の教訓
を踏まえ、国が法的根拠のない指示を出さな
いために、あえて指示権を創設するものと説
明している。しかし、災害時に求められるの
は、国からの指示ではなく、地方へ権限を委
譲することであり、地域の実情を知らない国
が一律に出す指示を待つのでは、市民を守る
ことはできない。また、その他の非平時の定
義が示されておらず、閣議決定だけで自治体
に指示をすることができ、恣意的な運用が危
惧される。市民の命や暮らしに最も近い地方
自治体の一つである越谷市議会から意見書を
提出したいと考え、本請願に賛成する。
▷　先日の一般質問で市長は、「個別法で想
定されていない事態について想定することは
できない」、「現段階で影響を推し量ること
はできない」と答弁しており、直接関わる地
方自治体に具体的な説明をせずに国会で法律
を通してしまうのは強引であり、そのため、
市民が不安に思う気持ちは当然と考える。市
も全国知事会の提言等にあるように、地方公
共団体と十分な協議調整をされたいとする見
解であること、請願審査で市民が国民や自治
体の意見を聞くべきと主張しており、自治体
と市民は意見が一致している部分もあること
から、本市議会としても本請願の意思を尊重
し、採択すべきと考え、本請願に賛成する。

越谷市立病院の診療費等に関する条例の一部

を改正する条例制定について
問　選定療養費引き上げによる影響と今後の
考え方は。また、市民負担軽減のため、国に
要望していく考えは。
答　今回の選定療養費の引き上げにより、外
来患者の数は減少すると想定している。一方
で、選定療養費の１件当たりの徴収額の増加
により、徴収総額の大幅な増減は発生しない
と考えている。近隣市の状況として、草加市
立病院および春日部市立医療センターでは、
初診時選定療養費が７７００円、再診時選定
療養費が３３００円となっており、改正され
た場合の本市の金額と同様となっている。市
立病院では、地域の診療所等との連携や、紹
介受診重点医療機関の指定を目指すため、紹
介率を向上させることや、入院診療に注力し
ていくことを考えており、今後も市民のみな
さんにご理解をいただきながら、取り組みを
進めていきたいと考えている。また、全国自
治体病院協議会や、本市・草加市・春日部市
で構成する三市病院連絡会議などのさまざま
な機会を捉えて、協議や、国への要望を行っ
ていきたい。
▶反対討論　本議案は、現行の医療体制、ま
た国の医療方針のもとで、僅かなりとも市立
病院の収入を増やしていくためのものである
ことは重々理解するところであり、大元には、
国に大きな責任があると認識している。しか
し、市民負担を増やすことが、市立病院の役
割とは思えない。市民のための病院として市
民負担を増やさない方向での経営改善をする
べきと考えるため、本議案に反対する。

公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）
三期工事請負契約の締結について
問　公園整備工事における植栽計画の考え方
は。
答　樹木は、人々の生活環境を保全するため
に重要なものであり、景観はもとより、ヒー
トアイランド現象の緩和や二酸化炭素削減効
果などさまざまな役割が期待できる。一方、
樹木が視界の妨げとなることで、防犯上の問
題も指摘されることから、当該公園整備工事
においては、外周に見通しのよいフェンスを
設置し、駐車場の周りには低木を植樹するこ
ととしている。また、常緑樹は成長とともに
公園全体を葉が覆い、暗くなる恐れがあるた
め、冬場でも日の光が入るように落葉樹の割
合を多くしている。なお、公園を新たに整備
する際には、地元自治会などの要望を踏まえ、

各公園の特性に応じて植栽計画を立てている。
問　当該公園における防災機能の内容は。ま
た、遊具エリアの整備内容は。
答　防災機能の内容としては、マンホールト
イレをはじめ、炊き出しができる「かまどベ
ンチ」等を設置している。また、インクルー
シブ遊具を整備する予定であり、滑り台やス
ロープを備えた複合遊具をはじめ、体を包み
込むブランコ、車いすの方も使用しやすい砂
場などを設置するとともに、プレーパークゾ
ーンを設け、築山の整備も行う予定である。
損害賠償額を定め和解することについて
問　損害賠償額の過失割合とその交渉の方法
は。また、日常的な道路の点検方法等と損傷
に対する修繕の状況は。さらに、同様の道路
損壊による事故を減らすための対応は。
答　損害賠償額の過失割合は、相手方が１に
対して市が９の割合で合意しており、交渉は
市が加入している保険と提携している保険会
社からアドバイスを受け、市職員が対応して
いる。また、日常的な道路の点検作業として、
週３回、市内の道路パトロールを行うほか、
市民からの電子申請サービスや電話による通
報などにより、道路損傷の状況を把握してお
り、危険性のある損傷を発見した際は、速や
かに復旧を行い、安全性を確保している。さ
らに、今回の事故を受け、発着時に舗装のえ
ぐれ等が起きやすい駅前ロータリー等の確認
に併せ、各バス事業者にも道路の損傷状況等
について情報提供を依頼したところである。

越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準を定める条例等の一部を改正する条例制
定について

問　保育所等の人材確保に向けた財政支援と
施設への周知は。また、保育の質向上のため
の取り組みは。
答　職員配置基準の改正に伴い、国において
「４歳以上児配置改善加算」が新設されてい
る。このような制度改正等があれば、各施設
へ周知しているほか、加算を算定するための
手続きも案内している。また、各施設の職員
を対象とした研修の実施や、保育コンシェル
ジュによる指導・助言、ガイドラインの配付
等を進める中で、保育の質向上に努めていく。

越谷市立小中学校屋内運動場等空調設備設置
工事請負契約の締結について（計７議案）

※７議案一括質疑
問　災害対応を見据えてＬＰガス方式の空調
設備を選択した利点と、どの程度の電力供給
ができるのか。また、屋内運動場等の貸出利
用の際に料金徴収をしない理由は。
答　屋内運動場等を避難所として利用するこ
とを踏まえ、電気・都市ガスの供給が停止し
た場合でも使用可能であること、都市ガスの
復旧予測が５５日間であることを考慮してＬ
Ｐガス方式を選択しており、最大で、冷暖房
設備のみであれば３日以上、災害用照明およ
びコンセントの使用のみであれば７日程度の
電力供給を想定している。また、近年の災害
級の猛暑への対応や、貸出利用の際、主に児
童生徒が利用者であること、市民のスポーツ
レクリエーション活動の支援等の観点から、
現時点では料金の徴収を行わない判断をした。
損害賠償額を定め和解することについて
問　教職員の応急処置研修の実施状況や、学
校において事故が発生した場合の保護者への
連絡基準、事故対応マニュアルの整備は。
答　教職員については、毎年、心肺蘇生法の
研修を実施しているほか、消防局と連携した
応急手当普及員の資格取得講習により、学校
に一定数有資格者が在籍するようにしてい
る。また、病院受診の必要性が生じた際には
必ず保護者に連絡するよう対応している。さ
らに、学校ごとにマニュアルを整備し、事故
発生時には養護教諭および管理職に報告する
など、複数人で対応するよう指導している。
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　６月定例会に上程された議案のうち、市長提出議案１５件と請願１件が部門別の常
任委員会に付託され審査を行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑と答弁を掲載しています。ＱＲコードを読み取
ると、委員会の録画映像をご覧いただけます。

常 任 委 員 会
の 審 査（部門別）



資格確認書

ぜひ中継を
ご覧ください

全体会において、以下のとおり討論があり
ました。
令和６年度越谷市国民健康保険特別会計
補正予算（第１号）について…反対討論１件

各議案の概要・請願
の内容は右記ＱＲコ
ードからご覧いただ
けます。 議案 請願

施設長交流研修の様子

地方自治法の改正について慎重かつ十分な審
議を求める国への意見書提出を求める件
　本請願は、紹介議員ならびに参考人として
請願者のうち３名の出席を求め審査を行いま
した。
　質疑・討論の後、採決の結果、賛成多数に
より採択と決しました。
※なお、６月２０日の定例会最終日に委員長
から審査経過ならびに結果の報告があり、討
論・採決の結果、本会議においても、賛成多
数により採択と決しました。
問　本法案が可決された場合、緊急時におけ
る団体自治および住民自治に対しての具体的
な懸念は。
答（参考人）　災害やパンデミックについて
は、全国一律に発生するケースは想像がつか
ず、一般的には一部の自治体から発生するも
のであるため、その情報収集は地元が一番正
確で早く行うことができる。本法案が可決さ
れた場合、災害等が発生した自治体は、まず
国に情報を上げなければならないシステムが
できるのではないかと考えており、その結果、
これに無駄な時間を要し、対応が遅れる原因
になることを懸念している。
問　本法案は、衆議院を通過して参議院で審
議中であるが、仮に今定例会の会期中に参議
院で可決され、法案成立の見込みが立った場
合、本意見書を越谷市議会から国へ提出する
必要性の考えは。
答（紹介議員・参考人）　本法案がどれほど
国民に知らされているか、市民生活にどう
いった影響があるのか、といった懸念や疑念
などについて、市民としての感覚を国へ伝え
ることは大変意義のあることだと考える。ま
た、本請願が提出された時点では、国会での
審議は全く見通せない状況であった。そのう
えで、仮に可決された後であっても、本請願
を採択し、越谷市議会として意見書を提出す
ることは必要なことだと考える。
※当委員会は６月１４日に開催し、審査を行
いました。なお、本法案は６月１９日の参議
院本会議で可決されました。

▶発言　本法案には四つの問題点があると考
える。一つ目は、第３３次地方制度調査会の
議事録や答申を見ても、立法事実について具
体的明示がされていないこと。二つ目は、今
回新設される国の指示権は、２０００年の地
方分権改革に逆行するものであり、地方自治
の本旨を損なう恐れがあること。三つ目は、
国の指示権発動の要件があいまいであり、発
動にあたっての手続きにも問題があること。
四つ目は、一方的に地方自治体に対し国に従
う義務を課すことは、現場の迅速かつ的確な
判断を妨げる恐れがあること。以上の四つの
観点から、本法案については、さらなる慎重

審議が必要であると考える。
▷　本法案では、現行の国と地方の関係等の
一般ルールを尊重し、地方自治法に新たな章
を設けることで、平時のルールと明確に区別
し、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の
特例として、国が地方に対して補充的な指示
を行えるもので、行使に当たっては限定的な
要件等を規定している。また、改正案の策定
にあたっては、地方制度調査会におけるヒア
リングを重ね、地方六団体からも必要最小限
度の発動とされるべきといった意見が示され
た。これを受けて、補充的な指示の要件とし
て、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実
施を確保するため特に必要があると認めると
き、と限定している。また、指示を行う際は
閣議決定を経ること等、適切な措置を講じる
よう努めることも定められている。地方分権
の成果を守りつつ、今後起こり得る事態に的
確に対処することを目的としており、地方自
治の本旨を侵害するものではないと考える。
▶賛成討論　本法案では、国民の安全に重大
な影響を及ぼす事態について、事態の類型や
詳細は示されておらず、立法事実がないと考
えられることや、地方自治体からの意見聴取
を努力義務としていることから、現場と政府
間での相違が懸念され、最適な指示が出せな
いと推察される。また、指示権の発動は、地
方自治の本旨に逆行するものとも捉えられる
ことから、本法案に関しては、十分かつ慎重
な審査を行うことが求められる。以上の理由
から、本請願は、地方自治を守る観点からも
非常に重要であり、越谷市議会から意見書を
提出するべきと考え、本請願に賛成する。
▷　政府は、東日本大震災やコロナ禍の教訓
を踏まえ、国が法的根拠のない指示を出さな
いために、あえて指示権を創設するものと説
明している。しかし、災害時に求められるの
は、国からの指示ではなく、地方へ権限を委
譲することであり、地域の実情を知らない国
が一律に出す指示を待つのでは、市民を守る
ことはできない。また、その他の非平時の定
義が示されておらず、閣議決定だけで自治体
に指示をすることができ、恣意的な運用が危
惧される。市民の命や暮らしに最も近い地方
自治体の一つである越谷市議会から意見書を
提出したいと考え、本請願に賛成する。
▷　先日の一般質問で市長は、「個別法で想
定されていない事態について想定することは
できない」、「現段階で影響を推し量ること
はできない」と答弁しており、直接関わる地
方自治体に具体的な説明をせずに国会で法律
を通してしまうのは強引であり、そのため、
市民が不安に思う気持ちは当然と考える。市
も全国知事会の提言等にあるように、地方公
共団体と十分な協議調整をされたいとする見
解であること、請願審査で市民が国民や自治
体の意見を聞くべきと主張しており、自治体
と市民は意見が一致している部分もあること
から、本市議会としても本請願の意思を尊重
し、採択すべきと考え、本請願に賛成する。

越谷市立病院の診療費等に関する条例の一部

を改正する条例制定について
問　選定療養費引き上げによる影響と今後の
考え方は。また、市民負担軽減のため、国に
要望していく考えは。
答　今回の選定療養費の引き上げにより、外
来患者の数は減少すると想定している。一方
で、選定療養費の１件当たりの徴収額の増加
により、徴収総額の大幅な増減は発生しない
と考えている。近隣市の状況として、草加市
立病院および春日部市立医療センターでは、
初診時選定療養費が７７００円、再診時選定
療養費が３３００円となっており、改正され
た場合の本市の金額と同様となっている。市
立病院では、地域の診療所等との連携や、紹
介受診重点医療機関の指定を目指すため、紹
介率を向上させることや、入院診療に注力し
ていくことを考えており、今後も市民のみな
さんにご理解をいただきながら、取り組みを
進めていきたいと考えている。また、全国自
治体病院協議会や、本市・草加市・春日部市
で構成する三市病院連絡会議などのさまざま
な機会を捉えて、協議や、国への要望を行っ
ていきたい。
▶反対討論　本議案は、現行の医療体制、ま
た国の医療方針のもとで、僅かなりとも市立
病院の収入を増やしていくためのものである
ことは重々理解するところであり、大元には、
国に大きな責任があると認識している。しか
し、市民負担を増やすことが、市立病院の役
割とは思えない。市民のための病院として市
民負担を増やさない方向での経営改善をする
べきと考えるため、本議案に反対する。

公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）
三期工事請負契約の締結について
問　公園整備工事における植栽計画の考え方
は。
答　樹木は、人々の生活環境を保全するため
に重要なものであり、景観はもとより、ヒー
トアイランド現象の緩和や二酸化炭素削減効
果などさまざまな役割が期待できる。一方、
樹木が視界の妨げとなることで、防犯上の問
題も指摘されることから、当該公園整備工事
においては、外周に見通しのよいフェンスを
設置し、駐車場の周りには低木を植樹するこ
ととしている。また、常緑樹は成長とともに
公園全体を葉が覆い、暗くなる恐れがあるた
め、冬場でも日の光が入るように落葉樹の割
合を多くしている。なお、公園を新たに整備
する際には、地元自治会などの要望を踏まえ、

各公園の特性に応じて植栽計画を立てている。
問　当該公園における防災機能の内容は。ま
た、遊具エリアの整備内容は。
答　防災機能の内容としては、マンホールト
イレをはじめ、炊き出しができる「かまどベ
ンチ」等を設置している。また、インクルー
シブ遊具を整備する予定であり、滑り台やス
ロープを備えた複合遊具をはじめ、体を包み
込むブランコ、車いすの方も使用しやすい砂
場などを設置するとともに、プレーパークゾ
ーンを設け、築山の整備も行う予定である。
損害賠償額を定め和解することについて
問　損害賠償額の過失割合とその交渉の方法
は。また、日常的な道路の点検方法等と損傷
に対する修繕の状況は。さらに、同様の道路
損壊による事故を減らすための対応は。
答　損害賠償額の過失割合は、相手方が１に
対して市が９の割合で合意しており、交渉は
市が加入している保険と提携している保険会
社からアドバイスを受け、市職員が対応して
いる。また、日常的な道路の点検作業として、
週３回、市内の道路パトロールを行うほか、
市民からの電子申請サービスや電話による通
報などにより、道路損傷の状況を把握してお
り、危険性のある損傷を発見した際は、速や
かに復旧を行い、安全性を確保している。さ
らに、今回の事故を受け、発着時に舗装のえ
ぐれ等が起きやすい駅前ロータリー等の確認
に併せ、各バス事業者にも道路の損傷状況等
について情報提供を依頼したところである。

越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準を定める条例等の一部を改正する条例制
定について

問　保育所等の人材確保に向けた財政支援と
施設への周知は。また、保育の質向上のため
の取り組みは。
答　職員配置基準の改正に伴い、国において
「４歳以上児配置改善加算」が新設されてい
る。このような制度改正等があれば、各施設
へ周知しているほか、加算を算定するための
手続きも案内している。また、各施設の職員
を対象とした研修の実施や、保育コンシェル
ジュによる指導・助言、ガイドラインの配付
等を進める中で、保育の質向上に努めていく。

越谷市立小中学校屋内運動場等空調設備設置
工事請負契約の締結について（計７議案）

※７議案一括質疑
問　災害対応を見据えてＬＰガス方式の空調
設備を選択した利点と、どの程度の電力供給
ができるのか。また、屋内運動場等の貸出利
用の際に料金徴収をしない理由は。
答　屋内運動場等を避難所として利用するこ
とを踏まえ、電気・都市ガスの供給が停止し
た場合でも使用可能であること、都市ガスの
復旧予測が５５日間であることを考慮してＬ
Ｐガス方式を選択しており、最大で、冷暖房
設備のみであれば３日以上、災害用照明およ
びコンセントの使用のみであれば７日程度の
電力供給を想定している。また、近年の災害
級の猛暑への対応や、貸出利用の際、主に児
童生徒が利用者であること、市民のスポーツ
レクリエーション活動の支援等の観点から、
現時点では料金の徴収を行わない判断をした。
損害賠償額を定め和解することについて
問　教職員の応急処置研修の実施状況や、学
校において事故が発生した場合の保護者への
連絡基準、事故対応マニュアルの整備は。
答　教職員については、毎年、心肺蘇生法の
研修を実施しているほか、消防局と連携した
応急手当普及員の資格取得講習により、学校
に一定数有資格者が在籍するようにしてい
る。また、病院受診の必要性が生じた際には
必ず保護者に連絡するよう対応している。さ
らに、学校ごとにマニュアルを整備し、事故
発生時には養護教諭および管理職に報告する
など、複数人で対応するよう指導している。

　総務分科会に送付された事項はありません
でした。

令和６年度越谷市国民健康保険特別会計補正
予算（第１号）について
問　資格確認書の有効期間を１年間としてい
る理由は。また、今後の取り組みに対する考
え方は。
答　資格確認書の有効期間について、国では
最長５年間を限度としているが、本市では１
年間としている。その理由として、現行保険

証の有効期間が１年間であること、また、国
保加入者は、社会保険等との加入・脱退事由
が発生することが比較的多く、事務効率の面
から有効であること、さらに、資格切れの確
認書の誤使用を防ぐことが挙げられる。さら
に、限度額適用認定証について、マイナ保険
証であれば手続きは不要であるが、資格確認
書保有者は毎年更新手続が必要であり、その
有効期間は１年間であるため、互いの期間を
合わせる意味でも、有効期間を１年間として
いる。今後について、マイナ保険証を利用す
ることにより、医療情報や特定健診の情報、
処方された薬の履歴を医療機関等が確認した
うえで、診療を進めることができるようにな
ることから、医療の質の向上につながるため、
本市としては、今後も取り組みを進めていき
たいと考えている。また、取り組みを進める
うえでは、ホームページや公共施設での周知
のほか、広報こしがやでの特集記事の掲載、
イオンレイクタウン等の民間施設での周知、
サポート窓口での支援など、さまざまな取り
組みを通して市民理解に努めていきたい。

令和６年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について
　質疑はありませんでした。

令和６年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について
　質疑はありませんでした。
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空調設備設置工事の対象校および施設一覧
学校名 施設名

大沢小学校
桜井小学校
桜井南小学校
大相模小学校
川柳小学校
蒲生南小学校
荻島小学校
北越谷小学校
西方小学校
中央中学校

屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場
屋内運動場・柔剣道場・トレーニングルーム

東中学校
北陽中学校
栄進中学校
富士中学校
大袋中学校
光陽中学校
武蔵野中学校

屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場
屋内運動場・柔剣道場

子ども・
教育

総　務　分科会 子ども・教育  分科会

民　生　分科会

環境経済・建設  分科会

　６月定例会に上程された議案のうち、市長提出議案２件が予算決算常任委員会に付
託され、総務を除く各分科会に送付し審査を行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑と答弁を掲載しています。
ＱＲコードを読み取ると、委員会の録画映像をご覧いただけます。

予 算 決 算 常 任
委 員 会 の 審 査
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一般質問
市政に対する 　６月定例会では２１人の議員が市政全般について質問を行いました。

※一般質問は、議案に関係なく、市の行政事務について市長および執
行機関に質問することで、越谷市議会では１人１時間を目途に行わ
れます。

窒息救助装置

デザインマンホール（ガーヤちゃん）

問　保育所等における窒息事故発生時の対
応と、窒息救助装置を導入する考えは。
市長　公立保育所において万が一事故が発
生した際には、国のガイドラインにのっと
り救急要請や迅速な応急措置を実施するこ
ととしている。窒息救助装置の導入にあ
たっては、装置の有効性や低年齢児に使用
した場合の安全性、他自治体の活用事例等
の情報収集を行い、総合的に導入効果を検
証するなど、調査・検討していく。

Q 保育所・福祉施設等における食物
等による窒息時の対応について

金井　直樹  議員自由民主党越谷市議団

問　昨年のスキー教室が３万８０００円
だったのに対し、今年は４万６０００円で
８０００円値上がりする学校もある。ス
キー教室への財政支援を行う考えは。
教育長　あだたら高原少年自然の家の廃止
から５年が経過し、保護者の一時的な影響
緩和の措置としては一定の成果が上がった
ことから、令和５年度をもって補助を終了
した。今年度の予算要求はしていない。補
正予算も今のところは予定していない。

Q 中学校のスキー教室などに財政支
援を行うことについて

工藤　秀次  議員日本共産党越谷市議団

問　本市の事業所数は漸減傾向が続き令和
３年に１万１０００を割った。令和５年に
まとめた「中小企業振興計画」の成果は。
市長　４年間の期間で、５項目の目標のも
と事業設定し、数値目標を定めて取り組ん
でおり、おおむね順調に推移している。
問　後継者問題で廃業する事業者も多いと
聞く。「継ぎやすいまち」の取り組みは。
市長　事業承継に関する相談ニーズが高
い。関係機関と連携し支援策を検討する。

Q
大野　恭子  議員こしがや無所属の会

問　先日提出された越谷商工会議所の提案
書にはサンシティのホール機能をレイクタ
ウン砂利地に移転すべきであることが明記
されている。一方、越谷アルファーズから
は、その砂利地を含むレイクタウンの土地
でアリーナを建設したいとの要望書が出さ
れている。南越谷とレイクタウンとを一体
的に考えていくことについての考えは。
市長　懇談会において考えていく。

Q サンシティ越谷市民ホールの継続
利用について

立澤　貴明  議員自由民主党越谷市議団

問　地方分権一括法の制定から２３年が経
過し、解決すべき地域の問題は、できるだ
け基礎自治体に、できるだけ市民に、とい
う視点が求められる中で、近年中央集権化
の傾向が強まっている。越谷市でも、多く
の計画が国の法令や努力義務に基づき、事
実上強制的に策定されていると思われる
が、市長の受け止めは。
市長　地方公共団体における課題を解決す
るための助言であると認識している。

Q 国と地方の関係性の在り方について

白川　秀嗣  議員こしがや無所属の会

問　人口減少に伴う使用料収入の減少や下
水道設備の老朽化等のおける費用の増加な
ど下水道事業を取り巻く経営環境が、年々
厳しくなると予想される。そこでマンホー
ル蓋を活用した財源確保の取り組みは。
市長　本市では、自主財源確保に向け、従
来の考えにとらわれない方法について検討
していく必要があると認識している。他団
体の事例を参考に調査研究し、自主財源確
保に努めていく。

Q 下水道マンホール蓋を活用した有
料広告事業の取り組みについて

藤部　徳治  議員公明党越谷市議団

問　市内小中学校のエレベーター設置状況
および今後のエレベーター設置についての
考えは。
教育長　主に給食の運搬を目的に小学校２
９校中２０校、中学校１５校中１２校に設
置をしている。ユニバーサルデザインの観
点から、すべての学校に設置していく必要
があると認識している。新たに建設する学
校、また長寿命化改修など、さまざまな施
設を改修する機会に設置を検討する。

Q 小中学校における合理的配慮と基
礎的環境整備について

大田 ちひろ  議員越谷市民ネットワーク

問　３月にマイナス金利解除となったが、
令和５年度の市債利率の直近の現状は。
市長　前年比で０.３％前後上昇している。
問　市債は可能なかぎり元金・利子とも、
後年度に交付税措置されるものを選択して
起債している。すると金利が上昇しても財
政への影響は軽微ともいえるが。
市長　交付税算入があることをもって、金
利上昇の影響が軽微になるという認識は
持っていない。

Q 金融政策変更による財政への影響
について

菊地　貴光  議員こしがや無所属の会

問　自殺予防ゲートキーパー研修なども必
要だが、ＳＯＳの出し方に関する教育も重
要では。
市長　成長の過程で助けを求める具体的な
方法を教えることが大切だと考える。子ど
もたちが適切な援助希求行動ができるよう
にすることと併せ、身近にいる大人たちが
それを受け止め、支援出来るようにするこ
とを目的に、１校でも多く実施できるよう、
ＳＯＳの出し方の教育を検討していく。

Q 第２次越谷市いのち支える自殺対
策推進計画について

斎藤　豪人  議員こしがや無所属の会

問　自治会などの自主防災組織への備蓄品
の補助制度において、消火用の小型消防ポ
ンプを対象にする考えは。
市長　小型消防ポンプは消火活動に有効で
あるが、運用方法や放水技術の習得、維持
管理、火災現場への搬送から放水に至るま
でに時間を要することが想定されるなど、
さまざまな課題があるため、初期消火活動
における自主防災組織の役割を検証したう
えで、調査・研究をしていく。

Q 自主防災組織における備蓄品の拡
充について本市の経済振興政策について

小林　成好  議員日本維新の会
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　各議員の氏名の左にあるＱＲコードをスマート
フォン等の専用アプリで読み取ると、一般質問の
録画映像をご覧いただけます。

営農を続けられる農業政策を

問　老朽化した自治会集会所の建て直しを
計画している自治会があるが、建築費高騰
のため予算超過し、計画を断念している。
越谷市集会施設整備事業補助金交付要綱の
見直しについての考えは。
市長　集会施設整備事業補助金は用地取得、
新築、増改築および修繕、空調設備の更新、
公共下水道接続に係る整備費の一部を補助
する。現在要綱改正の予定はないが自治会
の要望や社会情勢を鑑み検証する。

Q 自治会集会所について

清水　泉  議員越谷市民ネットワーク

問　市内農家と農地の現状、農地転用で食
料自給率、米に例えればどのくらいの損失
になるか。農家への支援策は。
市長　この５年間で約７０００アールの農
地が減少し、米の収穫量にすれば約３３９
トンとなる。農家戸数は半減している。農
家支援では新たな施策として、有機農法な
どの「特別栽培農産物」を生産する農家に
補助金を交付予定である。持続的に農業が
行える環境づくりに努める。

Q 農家を継承できるための支援策に
ついて

大和田　哲  議員日本共産党越谷市議団

問　持続可能な公共交通に関する意見交換
会、アンケート調査の結果や予約型乗合タ
クシー実証運行を踏まえて、デマンドタク
シー配置の可能性等、今後の本市における
公共交通の方向性について市長の考えは。
市長　高齢化や運転士不足などの社会情勢
の変化も見据えながら、現在、本市に適し
た持続可能な公共交通について、財政支援
も含め、できる限り早期に、今後の方向性
を示せるよう検討を進めていく。

Q 公共交通に関する意見交換会等を
踏まえた今後の方向性について

和泉田 宏幸  議員公明党越谷市議団

問　ごみ収集かごの移動の負担を軽減すべ
きと考える。また、負担をなくすためごみ
収集業者によるかごの設置・回収を行うべ
きと考えるが。さらに財源について国の支
援・補助を要望する考えは。
市長　重いかごにはキャスターを設置して
いる。軽いかごは容量が小さいなど課題が
あった。業者による設置・回収はゴミの量
などの課題がある。負担軽減は調査・研究
したい。財源の国への要望はしていく。

Q ごみ収集かごについて

山田　大助  議員日本共産党越谷市議団

問　越谷アルファーズの要望書に示されて
いるレイクタウン地域にアリーナ整備をす
る支援について、本市独自で支援また早期
対応が不可能ならば、埼玉県と調整しなが
ら早期対応が必要と考えるが市長の考えは。
市長　民設民営と言いながらも協力できる
ところは最大限していきたい。県の支援を
もらえるところは当然もらおうと思うが、
我々としてどこまでできるかを越谷アル
ファーズとしっかり話していきたい。

Q Ｂプレミア基準のアリーナ整備に
対する支援について

野口　高明  議員越谷刷新クラブ

問　「二十歳のつどい」のご案内について、
障がい者等に寄り添った郵便はがきの案内
の仕方についての考えは。
教育長　参加が叶わなかった新成人への記
念品受け取り通知に市長のビデオメッセー
ジが視聴できる二次元コードの掲載や、二
十歳の節目のお祝いにふさわしい心の籠っ
たご案内となるよう、市長直筆のメッセー
ジやガーヤちゃんのイラストの案内はがき
への掲載実施に向けて検討を進めていく。

Q 障がい者等に寄り添った郵便はが
きの案内について

小口　高寛  議員立憲民主党越谷市議団

問　基本給を抑えながらも職員の正しい評
価を行うため、手当等により適正な給与バ
ランスを確保し、公務員としての使命を全
うする努力を促す必要があると考えるが。
市長　本市のラスパイレス指数が、令和５
年度については全国最高値となっている。
今回ラスパイレス指数が全国最高値になっ
たことを受けて、直ちに給与の減額を行う
という考えは持ち合わせていない。

Q ラスパイレス指数に対する考え方
について

浅古　高志  議員越谷刷新クラブ

問　新学期に学校へ提出を求められる書類
の記入は忙しい子育て世帯にとって負担が
大きい。各種手続きを従来の手書きではな
く、デジタル化への考えは。
教育長　学校の各種手続きのデジタル化は
重要であり、実現すれば保護者にとってさ
らに利便性が高まると認識しているが、災
害時に停電等によりデジタルデータの運用
ができない可能性や、機器操作に苦手意識
を持つ保護者も考慮し、調査研究していく。

Q 家庭環境調査票等のデジタル化に
ついて

山田　裕子  議員越谷市民ネットワーク

問　赤字経営が続いている市立病院の在り
方と経営健全化へ向けた取り組み状況は。
市長　６月３日に市立病院緊急事態宣言を
発令し、運営方針を明確化したうえで、体
質改善に努めるよう呼びかけた。今後も、
あらゆる可能性を否定せずに取り組む。
問　市立病院の建て替えについて喫緊の課
題と認識しながらも、問題解決に向けた取
り組みが見えない。具体的な取り組みは。
市長　この１年で、できるかぎり進めたい。

Q 市立病院の在り方および経営健全
化について

松島　孝夫  議員越谷刷新クラブ

問　学校の設置責任者としてスクールバス
を導入する考えは。
市長　判断するにあたり、教育委員会が実
施した調査結果では、山間部や過疎地での
導入事例がほとんどであった。今後、児童
数の現状を注視するとともに、公共施設等
総合管理計画を踏まえ、学校の再編成等も
含めて総合的に判断していく課題である。
私自身はスクールバスを導入するうんぬん
を決める立場ではない。

Q 遠方から小学校に通う児童への熱
中症対策について

横井　聖美  議員自由民主党越谷市議団

問　こども家庭庁はＤＸ推進チームを立ち
上げ、子育て支援の質向上を目指している。
昨年、保育所にｉＰａｄが２台配置された
が、その後の「コドモン」活用強化やｉＰ
ａｄ整備の進捗状況は。
市長　令和６年度中に増林、荻島、新方保
育所で「コドモン」を使える環境を整備し、
連絡帳や保育日誌機能を導入予定。各保育
室に１台の端末を設置し、事務時間を削減
し保護者の利便性向上につなげる。

Q 公立保育所におけるＤＸ推進につ
いて

土屋　来夢  議員立憲民主党越谷市議団



　令和６年６月定例会において、副議長の辞
任等に伴い、次の方々が選出されました。
子ども・教育常任委員会委員長
　小林豊代子
予算決算常任委員会委員長
　瀬賀　恭子
議会運営委員会副委員長
　久保田　茂
空家等対策協議会委員
　山田　裕子
越谷市社会福祉協議会理事
　瀬賀　恭子
埼玉県共同募金会越谷市支会理事
　瀬賀　恭子

　令和６年度全国市議会議長会定期総会にお
いて、永年にわたる地方自治の発展に寄与さ
れた功績により、次の方々が表彰されました。
なお、野口佳司議員については、埼玉県市議
会議長会からも表彰を受けております。
議員職２５年以上表彰（議席順）

白川　秀嗣
平成１５年から当選６回。
副議長、民生常任委員長、決
算特別委員長、建設常任副委
員長などを歴任（７１歳）

野口　佳司
平成１１年から当選７回。
埼玉県市議会議長会会長、議
長、副議長、監査委員、議会
運営委員長などを歴任（７３
歳）

　令和６年９月定例会は、９月２日（月）か
ら９月２６日（木）までの２５日間にわたっ
て開催する予定です。
　詳しくは、市議会ホームページまたは議会
事務局までお問い合わせください。（☎９６
３－９２６１）

　本定例会では、１１６人の傍聴者がありま
した。いただいた感想から一部要約して紹介
します。
■各議員の発言で知らなかったことが分かり
とても勉強になった。
■専門用語が多い。分かりやすい言い回しを
してほしい。　

❽　　　　　こしがや市議会だより　令和6年（2024年）８月1日

しらかわ ひでつぐ

のぐち けいじ

前回の学生議会の様子

ハラスメント研修会の様子

こしがや市議会からの

お
知
ら
せ

９月定例会の開催予定

議員表彰

議会人事

傍聴して一言

　越谷市議会では、市民に開かれた議会を目指
すとともに、議会活動を広く理解していただけ
るよう議会の活性化に取り組んでいます。
　学生議会は、その取り組みの一環として、次
代を担う若者が模擬議会を体験することによっ
て、市政や議会への関心を深めていただくこと
を目的に開催します。

開催日時
　令和６年（２０２４年）１１月９日（土）
　午前９時３０分～午後５時
会場
　越谷市議会本会議場
学生議員の対象
　市内の大学（２校）から選出された学生・公募
による学生（大学院・短大・専門学校生を含む）
内容
　学生議員による議長選挙や市長提出議案の
質疑・討論・採決、市政に対する一般質問を
行います。また、学生議会終了後、学生議会
の感想や今後のまちづくり等について、議員
との意見交換会を行います。

　令和６年５月２７日（月）に開催した越谷市議
会議員会研修会において、株式会社　廣瀬行政研
究所　代表取締役の廣瀬和彦様を
講師としてお招きし、「ハラスメ
ントについて」をテーマにご講演
いただきました。

　令和６年１１月１日号のこしがや市議会
だよりの表紙写真を募集します。

　越谷市に関連する行事、風景、人物、そ
の他季節に合うもの

　１人１回につき２枚まで。おおむね３年
以内に撮影したもの。（ただし、景観に変
化がなければ制限はありません）

　越谷市在住、在勤または在学の方

　令和６年（２０２４年）１０月１１日（金）
まで

　応募票に写真を添えて議会事務局（本庁
舎７階）まで提出してください。
　また、写真をメールで提出していただく
こともできます。採用された写真には、応
募者（撮影者）の氏名、写真のタイトル、
撮影場所を掲載します。なお、応募写真は
表紙に合わせて、適宜トリミングや文字の
追加等の画像編集を行いますのでご了承く
ださい。
※応募規定など詳しくは市議会ホームペー
ジをご覧ください。

募集内容

応募方法・応募先

応募規定

応募資格

応募期間

　５月１２日、越谷をホームタウンと
するプロバスケットボールチーム・越
谷アルファーズが敵地にてプレーオフ
２連勝し、悲願のＢ１昇格を果たしま
した。１０月開幕のＢ１シーズンは、
より多くの相手ファン・ブースターが
本市を訪れることとなります。
　本定例会でもスポーツやアリーナに
関する質問が多くありました。
　市民の皆様もぜひご注目ください。

広報・図書室協議会委員
野口　高明

編　集　後　記
１１月１日号 表紙写真を募集します

ハラスメント研修会を開催しました

を開催します第７回越谷市学生議会
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